
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

】

告

示

○

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

環

境

管

理

課

出

区

域

の

指

定

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

【

】

公

告

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

企

業

局

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

総

務

企

画

課

岡

山

県

公

報

令和６年１１月１日 第１２６４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

な
お
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 
 
 

笠
岡
市
笠
岡
字
西
ノ
浜
新
田
五
六
二
八
番
一
の
一
部 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 
 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

備
考 

 
 

１ 

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
、
省
略
し
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。 

 
 

２ 

一
に
掲
げ
る
区
域
は
、
令
和
六
年
十
月
十
五
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ
っ
て

表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

ウ
ィ
ズ
・
ユ
ー
笠
岡 

  

２  

所
在
地 

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地
三
三 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
Ｗ
ｅ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

笠
岡
市
西
大
島
新
田
三
五
二
番
地
四 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
五
〇
〇
一
四
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
縁 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
薪
森
原
九
一
番
地
二 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｓ 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
九
〇
番
地
三 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
五
〇
〇
五
〇
七 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



〔
五
五
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
、

東
川
面
、
西
川
面
、

江
良
、
浅
海
及
び
小

田
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



〔
五
五
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

倉
敷
市
二
日
市
、
加

須
山
及
び
亀
山
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
水
準
測

量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
十
月
十
八
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



〔
五
五
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫

明
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日 

終

了

年

月

日 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



〔
五
六
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
総
社
一
丁
目
字
田
町
西
三
九
一
番
一
、
三
九
一
番
二
、
字
北
田
町
裏
四
一
一
番 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
二
号 

株
式
会
社
サ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

代
表
取
締
役 

石
原 
健
三 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
五
八
号 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



〔
五
六
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

津
山
市
山
北
七
六
六
番
二
、
七
六
六
番
三
、
七
六
六
番
四
、
七
六
六
番
五
、
七
六
六
番
六
、
七

七
七
番
六
の
一
部 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
中
区
清
水
三
六
九
番
地
二 

 

株
式
会
社
ザ
グ
ザ
グ 

代
表
取
締
役 

森 
 

 
信 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
九
七
号 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



〔
五
六
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
総
社
一
丁
目
字
田
町
西
三
九
一
番
一
、
三
九
一
番
二
、
字
北
田
町
裏
四
一
一
番 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
二
号 

株
式
会
社
サ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

代
表
取
締
役 

石
原 

健
三 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
五
八
号 

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



〔
五
六
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

岡
山
県
警
察
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の

か
月
特
別
点
検
、
整
備
及
び
修
理

12

二

契
約
期
間

令
和
六
年
十
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
十
月
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

朝
日
航
洋
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
三
番
八
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
八

五
五
五

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

五
〇
五

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
六
年
八
月
二
十
日

令和６年１１月１日　岡山県公報　第１２６４８号



◎
岡
山
県
企
業
局
公
告
第
二
号 

 

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契

約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者 

 

片 
 

山 
 

誠 
 

一 
 

 
 

一 

特
定
役
務
の
名
称 

水
島
中
央
監
視
制
御
装
置
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
改
修
委
託 

二 

契
約
期
間 

 
 

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
九
月
三
十
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

岡
山
県
企
業
局
総
務
企
画
課 

岡
山
県
岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日 

五 

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
日
立
製
作
所 

中
国
支
社 

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
五
号 

六 

契
約
金
額 

 
 

五
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
） 

随
意
契
約 

八 

随
意
契
約
の
理
由 

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め 
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